
上記の事項は、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、書面交付
請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送り
いたします。

第76回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項（交付書面省略事項）

連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）



連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項
　　連結子会社の状況

・連結子会社の数 13社
・主要な連結子会社の名称 TOMITA U.S.A.,INC.

TOMITA CANADA INC.
TOMITA MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.
TOMITA U.K.,LTD.
TOMITA ASIA CO.,LTD.
TOMITA ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
広州富田貿易有限公司
PT.TOMITA INDONESIA
VIETNAM TOMITA CO.,LTD.
TOMITA INDIA PVT.LTD.

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
  連 結 子 会 社 TOMITA U.S.A.,INC. 、 TOMITA CANADA INC. 、 TOMITA 
MEXICO,S.DE R.L.DE C.V. 、TOMITA U.K.,LTD. 、TOMITA ASIA CO.,LTD. 、
TOMITA ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 、 広 州 富 田 貿 易 有 限 公 司 、
PT.TOMITA INDONESIA、VIETNAM TOMITA CO.,LTD.及びその他１社の決算日
は、12月31日であります。
  連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間
に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。なお、その他の連結
子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
   ・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ取引　　　　　　時価法
ハ．棚卸資産　　　　　　　　　　 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
　建物及び構築物　　　　　　　　２～50年
　その他（工具、器具及び備品）　３～20年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

ニ．投資建物等（リース資産を除く）
定率法
ただし、提出会社が1998年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　投資その他の資産（その他）　８～50年

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債
権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づ
き計上しております。

ハ．役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度におけ
る支給見込額に基づき計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、支給内
規に基づく金額を役員退職慰労引当金として計上して
おります。
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④　退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
る方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算
日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資
産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分
に含めて計上しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 為替予約、通貨オプション及び通貨スワップ取引につ

いては、原則的処理方法を採用しております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　ヘッジ手段……為替予約、通貨オプション、通貨スワ

ップ
ヘッジ対象……外貨建売掛金、外貨建買掛金、外貨建

予定取引
予定取引は、取引予定時期、取引予定物件、取引予定
量及び取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予
測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極め
て高い取引について、ヘッジ対象として認識しており
ます｡

ハ．ヘッジ方針 主として為替変動リスクをヘッジしております｡
ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評
価しております｡

⑦　収益及び費用の計上基準
　当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月
31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　
2021年３月26日）に基づき、通常の商取引において提供される商品及びサービスの販売
に係る収益（リース取引及び金融商品取引を除く）を以下の5ステップを適用することに
より、認識しております。
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（単位：千円）

報告セグメント

日本 北米 欧州 アジア 合計

機械 6,361,410 480,708 136,499 1,925,313 8,903,932

工具等 6,064,318 2,965,271 261,987 1,990,252 11,281,830

その他 10,134 － － － 10,134

顧客との契約から
生じる収益

12,435,863 3,445,980 398,486 3,915,566 20,195,897

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 12,435,863 3,445,980 398,486 3,915,566 20,195,897

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

　 詳細は、＜収益認識に関する注記＞に記載しております。

２．収益認識に関する注記
⑴顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

⑵収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、以下の5ステップを適用することにより、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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　当社グループは、機械及び工具を提供する専門商社として、工作機械業界、自動車メーカ
ー等を主な得意先としており、工作機械をはじめとした鍛圧機械等の機械類や制御機器、工
具機器等の工具類などを提供しております。
　当社グループでは、国内向けの販売においては、原則として顧客による商品の検収時点に
おいて支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、主として機械
の収益は当時点において認識しておりますが、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転され
るまでの期間が「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　
2021年３月26日）第98項に定める通常の期間である工具等は、出荷時に収益を認識してお
ります。
　海外向けの販売においては、機械、工具等共にインコタームズ等で定められた貿易条件に
基づきリスク負担が顧客に移転したタイミングで履行義務が充足されると判断し、当時点に
おいて収益を認識しております。
　当社グループの取引価格は、顧客との契約において約束された対価に基づき測定しており
ます。また、取引の対価は履行義務を充足してから主として６か月以内に受領しており、重
大な金融要素等は含んでおりません。

⑶当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債は、顧客からの前受金であります。
契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは
304,192千円であります。
また、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、1年
内が1,612,259千円、1年超が20,500千円であります。

３．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産　34,362千円
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見
積っております。
　繰延税金資産はスケジューリング可能な将来減算一時差異が解消する各連結会計年度にお
いて回収可能性を見積り、将来減算一時差異の内、回収が可能な各項目を基に算出しており
ます。
　スケジューリングの際に課税所得を見積っており、課税所得は将来の事業計画に基づいて
おります。将来の事業計画の内、売上高の数値が最も占める割合が大きく、将来の売上高の
見積りは過去の販売実績、現在の受注状況、将来の景気変動及び当社グループを取り巻く事
業環境等を総合的に勘案しているものの、当社は景気変動による影響を受けやすい工作機械
を主力取扱商品としていることから、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などに
よって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異な
った場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与
える可能性があります。
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投資有価証券 94,620千円
計 94,620千円

支払手形及び買掛金 17,541千円
計 17,541千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 830,649千円
　　投資その他の資産の減価償却累計額 192,683千円

・再評価の方法 土 地 の 再 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令
（1998年３月31日公布政令第119号）
第２条第３号に定める固定資産税評価額
に基づいて算定しております。

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の当連結会計年度末に
　おける時価と再評価後の帳簿価額との差額 856,145千円
・上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの 894,331千円

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

⑶　土地の再評価
当社は、「土地の再評価に関する法律」(1998年３月31日公布法律第34号)に基づき、事
業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価
差額金」として純資産の部に計上しております。
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決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 88,149 17.00 2022年３月31日 2022年６月30日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 93,333 18.00 2023年３月31日 2023年６月30日

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　6,158,000株

⑵　剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

　　② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな
るもの

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ
は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であり
ます。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され
ております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動
リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
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　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが180日以内
の支払期日であります。
　借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後３年
内であります。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目
的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対
象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、連結計算書類作成のための基
本となる重要な事項に関する注記「（3）会計方針に関する事項　⑥重要なヘッジ会計の
方法」をご参照下さい。

③　金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理規程に従い、営業債権について各営業部の管理責任者が、取引相手
ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を図っております。連結子会社についても、当社と同様の管理を行っておりま
す。
　デリバティブ取引については、契約先をいずれも信用度の高い銀行に限定しているた
め、信用リスクはほとんどないと認識しております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、外貨建ての営業債権について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに
対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握
しております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理
規程に従っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新すると
ともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額(千円) 時 価 ( 千 円 ) 差 額 ( 千 円 )

投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 2,389,610 2,389,610 －

資 産 計 2,389,610 2,389,610 －

長 期 借 入 金 ( ＊ １ ） 125,016 125,002 △13

負 債 計 125,016 125,002 △13

デリバティブ取引(＊ ２） △7,220 △7,220 －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価
及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結
貸借対照表計上額48,321千円）は、「その他有価証券」には含めておりません。

（＊１）１年内返済予定の長期借入金49,968千円は長期借入金に含めております。
（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権を表示しており、合計で正味の債務となる

項目については△で表示しております。
（＊３）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、
　　　 「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金及び短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
す。

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を 分類しております。
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区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 2,389,610 － － 2,389,610

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 － △7,220 － △7,220

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長 期 借 入 金 － 125,002 － 125,002

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債　　　　（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債　　　（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　投資有価証券
　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
　デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2
の時価に分類しております。
長期借入金

　　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を
基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 千 円 ） 当連結会計年度末の時価
（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

817,868 △492 817,376 1,090,436

⑴　１株当たり純資産額 2,063円29銭

⑵　１株当たり当期純利益 89円26銭

7．賃貸等不動産に関する注記
　当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の建物（土地を含む）を有しておりま
す。2023年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は49,239千円（賃貸収益は
営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりで
あります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失を控除した金額
であります。

２. 当連結会計年度末の時価は、主要な賃貸等不動産については「不動産鑑定評価基準」
に基づいて算定し、その他の重要性が乏しいものについては、一定の評価額や適切に
市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額であります。

8．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式 移動平均法による原価法
②　その他有価証券

　・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

　・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

③　デリバティブ 時価法
④　棚卸資産 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
　建物　　　　　　　　３～50年
　構築物　　　　　　　10～20年
　工具、器具及び備品　３～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

④　投資建物等（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
　投資建物等　８～50年
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⑶　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債
権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づ
き計上しております。

③　役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支
給見込額に基づき計上しております。

④　役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、支給内
規に基づく金額を役員退職慰労引当金として計上して
おります。

⑸　重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法 為替予約、通貨オプション及び通貨スワップ取引につ

いては、原則的処理方法を採用しております。
②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段……為替予約、通貨オプション、通貨スワ

ップ
ヘッジ対象……外貨建売掛金、外貨建買掛金、外貨建

予定取引
予定取引は、取引予定時期、取引予定物件、取引予定
量及び取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予
測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極め
て高い取引について、ヘッジ対象として認識しており
ます｡

③　ヘッジ方針 主として為替変動リスクをヘッジしております｡
④　ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評
価しております｡
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⑹ 　収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日)及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計　基準適用指針第30号　2021年３
月26日）に基づき、通常の商取引において提供される商品及びサービスの販売に係る収益
22.5（リース取引及び金融商品取引を除く）を以下の5ステップを適用することにより、
認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
詳細は、＜収益認識に関する注記＞に記載しております。

⑺ 　表示方法の変更
(貸借対照表)

　前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「未払金」は、重要性が乏しくなった
ため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
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２．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報

当社は、以下の5ステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

　当社は、機械及び工具を提供する専門商社として、工作機械業界、自動車メーカー等を
主な得意先としており、工作機械をはじめとした鍛圧機械等の機械類や制御機器、工具機
器等の工具類などを提供しております。
　当社では、国内向けの販売においては、原則として顧客による商品の検収時点において
支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、主として機械の収
益は当時点において認識しておりますが、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される
までの期間が「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　
2021年３月26日）第98項に定める通常の期間である工具等は、出荷時に収益を認識して
おります。
　海外向けの販売においては、機械、工具等共にインコタームズ等で定められた貿易条件
に基づきリスク負担が顧客に移転したタイミングで履行義務が充足されると判断し、当時
点において収益を認識しております。
　当社の取引価格は、顧客との契約において約束された対価に基づき測定しております。
また、取引の対価は履行義務を充足してから主として６か月以内に受領しており、重大な
金融要素等は含んでおりません。

３．会計上の見積りに関する注記
　当事業年度に係る計算書類に計上した繰延税金資産につきましては、個別注記表７．税
効果会計に関する注記に記載しております。またそのほかの注記につきましては、連結注
記表３．会計上の見積りに関する注記に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略
しております。
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投資有価証券 94,620千円
計 94,620千円

買掛金 17,541千円
計 17,541千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 596,326千円
　　投資その他の資産の減価償却累計額 192,683千円

①　短期金銭債権 630,508千円
②　短期金銭債務 1,848千円

TOMITA　INDIA　 PVT.LTD. 35,487千円
VIETNAM TOMITA CO.,LTD. 2,568千円

計 38,055千円

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の当事業年度末に
　おける時価と再評価後の帳簿価額との差額 856,145千円
・上記差額のうち賃貸不動産に係るもの 894,331千円

4．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

⑶　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

⑷　保証債務
次の関係会社の債務に対し債務保証を行っております。

⑸　土地の再評価
　　当社は、「土地の再評価に関する法律」(1998年３月31日公布法律第34号)に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価
差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に
定める固定資産税評価額に基づいて算定して
おります。
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⑴　売上高 2,729,324千円
⑵　仕入高 141,343千円
⑶　営業取引以外の取引高 148,042千円

繰延税金資産
貸倒引当金 4,277千円
賞与引当金 29,701千円
役員退職慰労引当金 86,722千円
会員権償却 5,297千円
減損損失 7,669千円
減損に伴う土地再評価取崩額 11,763千円
その他 42,940千円
小計 188,371千円
評価性引当額 △144,148千円
繰延税金資産合計 44,222千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △580,601千円
繰延税金負債合計 △580,601千円

繰延税金負債の純額 △536,378千円

5．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

6．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　普通株式　　972,808株

7．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

上記のほか、土地再評価に係る繰延税金負債330,909千円を固定負債に計上しておりま
す。
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種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の所有
（被所有）割合

（%）
関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 TOMITA U.S.A.,
INC. 直接 100.0

所有

　

当社取扱商品の販売
同社取扱商品の仕入
役 員 の 兼 任 あ り

工 作 機
械・工具
機器及び
制御機器
の 販 売

698,705 売 掛 金 100,303

子 会 社 ㈱ ﾄ ﾐ ﾀ ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ 直接 100.0
所有

　
当 社 所 有 ビ ル の 管 理
役 員 の 兼 任 あ り

不 動 産
賃 貸 費 用 19,768 － －

⑴　１株当たり純資産額 1,613円12銭
⑵　１株当たり当期純利益 87円95銭

8．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

 取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の

上で決定しております。
（注2）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

９．１株当たり情報に関する注記

１０．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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